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広域都市計画区域縁辺市町市街化調整区域における居住および生活拠点に関する研究 

Land Use in Urban Control Areas in Urban Fringe Municipal Areas of Wide City Planning Areas  
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This study examines the issues associated with municipal land use where the proportion of the urban control area 
(UPA) in urban fringe areas is high and designated as part of the wide city planning area. Our analysis revealed that 
apart from the prefectural urban master plan’s population frame, municipalities are developed and maintained based 
on the population frame of the municipal urban master plan. Moreover, in addition to the hubs designated by the 
prefectural urban master plan, the municipalities select their own individual hubs, and the local plans dictate the 
method of development. This can cause problems associated with sparsely populated areas and conflicting land use 
regulations that relate to the promotion of agricultural land use in these areas. 
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1.研究目的 

人口減少時代を迎えるにあたり、コンパクト＋ネットワー

クの都市構造が指向されているが、集約した拠点の必要性は

都市縁辺地域にも広がり、市街化調整区域（以下、調整区域）

への設置も指摘されている１）２）。また、本来市街化抑制を前

提としている調整区域面積が大きい自治体では、市街化区域

内だけで生活拠点を賄うには限界があり、コンパクト＋ネッ

トワークという集約化に基づいた空間計画は困難といえよう。

特に、広域都市計画区域（以下、広域都計）では、区域全体

の将来人口フレームから市街化区域の設定を検討することや

都市縁辺の市町村において、調整区域が広くなる傾向にある

といった課題を抱えていると考えられる。 

そこで本研究では広域都計区域内に属する各市町村の調整

区域面積および調整区域内居住人口割合の実態を把握した上

で、これら２つの割合の高い市町村、すなわち、宅地化を抑

制することを前提とする調整区域で多くの人口を抱えざるを

得ない市町村を取り上げ、集約型都市構造を目指す中で、居

住および生活拠点に関わる土地利用の課題を把握することを

目的とする。 

 

2．関連する既往研究と本研究の位置づけ 

 人口減少時代の人口フレームを取り上げた研究として、人

口減少下での定期見直しでは過度な人口推計や可住地人口密

度の減少を行うべきでなく、新市街地にあてる人口を過大に

確保することを避けるシステムが必要であると指摘した田之

上らの研究３）や人口フレームで示した目標人口の割り付け手

段として、集約型都市構造となるまちなか居住や未利用地活

用がある一方で、調整区域での新市街地整備があることを指

摘した田崎らの研究４）がある。しかし、前者は、広域都計全

体の都市計画区域マスタープラン（以下、区域マス）の人口

フレームを対象としており、広域都計に属する各市町村の都

市マスの人口フレームには言及していない。また、後者につ

いても、区域マスとの関係について「市町村が属する区域マ

スタープランには区域全体の想定人口の記述はあるが自治体

ごとの想定人口や割り付ける地域の言及がなく、フレームを

用いた広域調整は明示的に行われていない。」としているが、

それ以上の考察には踏み込んでない。 

一方、人口減少時代における集約型都市構造を目指すにあ

たっての調整区域の土地利用を取り扱った研究として、集約

すべき地域は調整区域内にもあるとし、集約化する方法とし

て 3411 条例を含めた緩和措置の連動運用を指摘した酒本ら

の研究１）や調整区域であっても生活利便性の高い区域での開

発許容の検討の必要性を指摘し、50 戸連たんに制約される

3411 条例ではなく地区計画の運用での対応（3410）を示唆し

た八矢らの研究２）がある。しかし、何れも研究対象として取

り上げた市町村の調整区域面積の割合は必ずしも高くなく、

また、居住人口割合も低く、本研究の研究対象とする各市町

村の調整区域面積および調整区域内居住人口割合の高い市町

村は一線を画するものである。 

本研究では、以上の既往研究での研究蓄積を踏まえた上で、

特に宅地化抑制を前提とする調整区域で多くの人口を抱えざ

るを得ない市町村として、広域都計に属し調整区域面積およ

び調整区域内居住人口割合の高い市町村を取り上げ、居住に

関わる土地利用方策の基本となる人口フレーム設定および拠

点設定について、区域マスと都市計画マスタープラン（以下、

都市マス）との比較考察を通し、土地利用課題に言及する点

に特徴がある。 
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3.研究方法 

3-1．調査対象の抽出 

まず、初めに平成 27 年都市計画現況調査のデータ５）をも

とに全国の市町村を広域都計と単独都市計画区域（以下、単

独都計）別、区域区分（以下、線引き）別に分類する。 

その中から、本研究の調査対象となる「広域都計･線引きあ

り」市町村の中から、調整区域面積割合と調整区域内居住人

口割合を算出し、どちらの割合も高い市町村を調査対象とし

て抽出する。 

3-2．調査対象都市の土地利用の実態把握 

調査対象として抽出したＡ町、Ｂ町について GIS (QGIS 

Ver.2.12.3)を用い、土地利用の実態を把握する。 

次に、各町の都市マスと総合計画および各町が属する広域

都計の区域マスを比較し、将来人口フレームの設定と拠点の

設定およびそれぞれの設定に関わる開発手法についてまとめ

る。まとめた内容をもとに 2 町へのインタビュー調査（１）を

行い、現状の課題を把握する。 

 

4.全国市町村別に見た都市計画区域指定の実態 

4-1.全国都市計画区域指定の実態 

全国都市計画区域を広域都計と単独都計に分類し、それぞ

れを線引きありなしに分類した。図１より、単独都計は 879

と全体の1062の内、約8割と多くを占めている。単独都計の

中では線引きなしが726と約8割を占めており、線引きあり

は少ない。一方で研究対象の広域都計では、線引きありが113

と線引きなし(70)よりも多く、広域都計の約6割を占める。 

4-2.全国市町村別に見た都市計画区域指定の実態 

市町村別の都市計画区域の指定状況を把握するために、全

国1062都市計画区域について、市町村単位で含まれる都市計

画区域数、広域都計・単独都計別、線引きのありなし別に集

計した（表１）。 

表1より、都市計画区域を1つ持つ市町村（以下、単数市

町村）が1237と全体の9割を占めるが、複数の都市計画区域

を含む市町村（以下、複数市町村）が133あった。複数市町

村のうち、都市計画区域数が2つの市町村が94、3つの市町

村が30と、含まれる都市計画区域数が増えるほど、市町村数

は少なくなくなっているが、1 市町村で含まれる都市計画区

域が最大で6つに達する市町村も存在した。 

単数市町村の内、単独都計は「単独都計･線引きなし」の市

町村が4割（518/1237）と最も多く、広域都計は「広域･線引

きあり」の市町村が3.5割(448/1237)と最も多い。また複数

市町村の場合でも、都市計画区域数2つの市町村で、「単独都

計・線引きなし」のみが 30.9％（29/94）、「広域都計・線引

きあり＋単独都計・線引きなし」が24.5％（23/94）、都市計

画区域数が3つの市町村で、「単独都計・線引きなし」のみが

40.0％（12/30）、「広域都計・線引きあり+単独都計・線引き

なし 2 つ」が 23.3％（7/30）であり、「広域都計・線引きあ

り」と「単独都計・線引きなし」を含む市町村が多く、単数

市町村と同様な傾向が見られた。 

5.「広域都計・線引きあり」市町村の調整区域面積と調整区

域内居住人口の傾向 

研究対象である「広域都計・線引きあり」の都市計画区域

を含む497市町村の調整区域面積割合を算出した結果、平均

40.5％となった。次に算出した市町村別の調整区域面積割合

について、各市町村に含まれる都市計画区域数別に見ると、

単数市町村では50％を超える市町村が約6割、都市計画区域

数2つでは約2割と、含まれる都市計画区域数が少ないほど

調整区域面積割合が高い市町村が多い傾向にあることがわか

った（図2参照）。 

次に、調整区域面積割合が高い市町村を多く含む、単数市

町村のみを取り上げ、市町村別の調整区域内居住人口割合を

算出した結果、平均20.6％となり、市町村別の調整区域面積

割合と調整区域内居住人口割合との相関係数は0.51 となり、

やや相関関係にあることがわかった。 
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図2 都市計画区域数別の市街化調整区域面積の割合

表1都市計画区域数広域単独線引き有無別に見た市町村数

あり なし あり なし

○ 448
○ 151

○ 120

○ 518

○ 3
○ ○ 12
○ ○ 2
○ ○ 23

○ ○ 2

○ ○ 8

○ ○ 15

○ 29

○ ○ 7
○ ○ ○ 3
○ ○ 2

○ ○ 6

○ 12

広域1+単独３：１ ○ ○ 1
○ ○ 2

○ 1

○ ○ 1
○ ○ ○ 1

○ ○ 2

○ 1

1370

497

都市計画区域をもつ市町村数

広域線引き都市計画区域を含む市町村数

該当

市町村数線引きの有無

都市計画区域の種別 広域都計 単独都計

都市計画区域数

４：４

広域１+単独4～5

単独４：３

単独5～6

都市計画区域数

５～６：５

広域+広域：15

単独：638

都市計画区域数

３：30

広域1+単独２：12

単独：18

都市計画区域数

１：1237

広域：599

都市計画区域数

２：94
広域+単独：35

単独+単独：44

図1 指定範囲及び区域区分別に見た都市計画区域数

線引きあり：113 線引きなし：70 線引きあり：153 線引きなし：726

広域都市計画区域： 183 単独都市計画区域：879

都市計画区域：1062

- 110 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.17, 2018年 8月 

Reports of the City Planning Institute of Japan, No.17, August, 2018 

 

 

 

調査対象と

上、調整区域

のうち、Ｄ町

3 市町の中か

定のＢ町一つ

 

6.Ａ町とＢ町の

Ａ町は2市

る。調整区域

専用地域が 20

域全体の92.5

隣商業地域（1

に第一種中高

(1.1ha)の指定

Ｂ町は3市

る。調整区域

用地域が368.

と工業団地付

（9.2ha）、第一

域が指定され

以上のよう

用途地域の 9

れた。そこで、

む497市町村

域種別割合を

える市町は、工

向にあること

 

7.Ａ町とＢ町の

調整区域内

報６)より、土

使用し、調整

ュ単位）に示

り、施設の位

Ａ町の場合

図4：市街

80～

60～80以下

40～60以下

20～40以下

0～20以下

市
街
化

調
整

区
域
に

住
む
人
口

の
割
合

（
％

）

都市マス 人口
基

目標
人口
基
人口

計画書 記

総合計画

区域マス

する広域都計に

域内居住人口割合

町を除く区域区分

から、将来人口フ

つずつを取り上げ

の区域区分及び

市2町で形成され

面積の割合は9

04.７ha、工業

5％を占める。そ

18ha）、工業団地

高層住居専用地

定がある（図6

市4町で形成され

面積の割合は9

8haと全体の

付近に第一種住居

一種低層住居専

れている（図6参

に、調整区域内

90％以上が工業

、「広域都計・線

村について、調整

見ると、調整区

工業系用途地域

が確認できた

の土地利用の実

内の土地利用につ

土地利用細分メッ

整区域内での土地

示した。また医療

位置を赤(〇と△

合、調整区域の西

表2 人口

街化調整区域人口

0% 20%

用途

低層住居 中高層住

人口(人
口フレーム 14,0

基準年人口 13,
標年推計人口 12,
口フレーム 14,0

基準年人口 213,
口フレーム 210,

記載項目

に属し、調整区

合 80%以上の 4

分決定年が区域

フレーム増加設

げ、事例分析の

び用途地域 

れる広域都市計

92.8％を占める

業地域が 92.9ha

その他、アウト

地に隣接して通

地域（5.0ha）

、図7参照）。

れる広域都市計

93.7％を占め、

83.4％を占める

居地域（59.2ha

専用地域（4.8h

参照）。 

内居住人口の割

業系用途地域で

線引きあり」の

整区域内居住人

区域内居住人口

域の割合も85％

（図4参照）。 

実態 

ついて、GIS を

ッシュデータ、

地利用について

療機関データ、

△)で記した。 

西側は森林・荒

口フレーム設定

口割合別の用途

40% 60%

途地域の割合（％）

居 住居

準住居

人） 設定年
00 平成32年
398 平成21年
337 平成32年
00 平成32年
000 平成17年
000 平成32年

Ａ町

区域面積割合 9

4 市町（図 3 参

域区分制度導入

設定のＡ町、減

の調査対象とし

計画区域に属し

る。用途地域は

a と工業系が用

トレットモール

通勤者のための

と第一種住居

 

計画区域に属し

用途地域は工

る。他に中心市

a）、第二種住居

ha）の住居系用

合の高い背景に

であることが推

の都市計画区域

人口割合別に用

口の割合が80％

％以上と高くな

を用いて国土数

都市地域デー

て図5（100m メ

福祉施設デー

荒地が大部分を

定 

途地域種別割合

80% 100%

近隣商業・商業

準工業 工業

人口(人） 設定
15,000 平成3

15,555 平成2
14,147 平成3

15,000 平成3
795,094 平成2
782,978 平成3

Ｂ町

90%以

参照）

入時の

減少設

した。 

してい

は工業

用途地

ルに近

の社宅

居地域

してい

工業専

市街地

居地域

用途地

には、

推測さ

域を含

用途地

％を超

なる傾

数値情

ータを

ッシ

ータよ

を占め

る。

中に

がわ

られ

集落

Ｂ

が占

既存

とま

祉施

照)

り、

 

8.将

Ａ

12,3

とし

ウト

によ

地で

が十

ーム

が属

213,

1

市
街

化
調
整

区
域
面

積
の
割

合
（
％

）

(1)Ａ

田・その他

建築物・道

空地・公園

市街化区域

凡例

合 

定年
39年
27年
39年
39年
22年
32年

一方、東側は

にある程度まと

わかる。また医

れる市街化区域

落に存在してい

Ｂ町の場合では

占めている。ま

存団地を除き、

まりがなく区域

施設は町東部に

されている中心

調整区域には

将来人口フレーム

Ａ町の場合、今

337人と、平成

している。しか

トレットモール

より、生活の利

で働く人々の定

十分にあるとの

ムは増加設定と

属する区域マス

,000人に対し、

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20

市街

図3 調整区

図5 調

Ａ町 

医療機関 福

他の農用地 森林・荒地

道路・公共施設等用地

園緑地・ゴルフ場 河川及

域

田・その他の農

まりをもった既

療機関、福祉施

域には少なく、調

る。 

、調整区域の大

た町の西側にあ

調整区域内では

域全体に点在して

位置する住居系

心市街地にあた

少ない。 

ム設定とそれに

後の将来推計で

成21年度の13,

し総合計画（平

のオープン、タ

便性の向上が予

定住化を図ること

根拠から目標人

している(総合

（平成23年5

、平成32年には

30 40 5

街化調整区域に住

区域面積割合と調

調整区域内の土

福祉施設

地

工場

及び湖沼

農用地が大部分

既存集落が点在

施設は工業系用

調整区域内の既

大部分を田・そ

ある既存集落や

はＡ町と比べ、

ている。一方で

系の用途地域に

たる市街化区域

に関わる開発手

では、人口は平

398人と比べ減

平成23年3月策

タウンセンター

予想されるため

とで（１)、人口を

人口14,000人

合計画 p45～46

月策定）では

は210,000人と

50 60 70

住む人口の割合（％

調整区域内居住

Ｃ

土地利用の実態

(2)Ｂ町 

分を占め、その

在していること

用途地域で占め

既存団地・既存

その他の農用地

や、北側にある

更に建物のま

で医療機関、福

に指定(図 6 参

域に集まってお

手法（表2参照）

平成 32 年度に

減少傾向にある

策定）では、ア

ーエリアの整備

め、また工業団

を増やす見込み

とし、人口フレ

)。一方でＡ町

平成17年人口

と、人口フレー

80 90 100

％）

住人口割合

Ａ町Ｂ町
Ｃ町

Ｄ町

 

の

め

存

地

る

ま

福

参

お

 

に

る

ア

備

団

み

レ

町

口

ー 

町

- 111 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.17, 2018年 8月 

Reports of the City Planning Institute of Japan, No.17, August, 2018 

 

 

 

ムは減少設定

25年3月策定

人口は14,000

そして、町

県の開発許可

34 条 14 号(以

画による新規

基づく 34 条

の活用、3）2)

した住宅開発

いる（総合計

条例では、①

物の敷地相互

築物が連たん

ている。また

それぞれ一つ

いては、現在

参照）。しかし

農振農用地に

一方、Ｂ町

おいて目標人

都市マス（平成

人、概ね20年

人口 15,555 人

少設定として

マス（平成28

と、将来人口

フレームは区

 

9.拠点設定と拠

Ａ町では、

拠点がある。

舎等公共施設

なっている（

運輸流通拠点

点、4)新規住

定している。

位置するが、

観光レクリエ

園)、3)工業・

業団地付近)の

その内1)～3)

いる。一方、

て設定された

あるが、加え

ている。しか

新規住宅拠点

更に、市街

る3411条例の

定としているが

定）では総合計画

0人と増加設定

町では人口増加分

可条例に基づく

以下、3414)活用

規住宅団地への入

11 号 (以下、

で指定された地

発促進、の3つの

計画p47,都市マ

①市街化区域から

互間の距離が 50

んしている地域が

た 3412 条例、34

つずつ計2団地に

在 4 つの計画が調

し、3)の地区計画

に指定されている

町の場合、総合計

人口を平成39年

成28年3月策定

年後の平成47年

人(総合計画 p8

ている（都市マス

8年3月）でも

フレームを減少

区域マスに沿う設

拠点に関わる開

区域マスに記

このうち、地域

設とショッピング

（図７）。これに

点、2)観光レク

住居拠点(工業団

そのうち1)は市

それ以外は調整

エーション拠点(

・運輸流通拠点

の 4 種類が設定

)は、既存の施設

4)は人口の受け

たものであり、既

えて、地区計画の

かし、地区計画活

点③(図6中)の実

街化区域から1k

の運用では、拠点

（区域マス p8

画に従って、あ

定としている（２

分を市街化区域

34条12号（以

用による既存住

入居促進、2)県

3411 条例)によ

地域周辺におけ

の方法で確保す

スp97～110）。

ら1㎞以内に存

0ｍ以内でおおむ

が対象となり、

414 は既存住宅

に指定されてい

調整区域内で行

画については、

るため、困難な

計画（平成28年

年に15,000人に

定）でも踏襲し、

年に14,600人

8)と比べても、

スp15）。また、

も平成32年782

少設定しており

設定であった

開発手法(図6参

される工業・流

域拠点は、調整

グセンターを含

に加え、Ａ町都

リエーション拠

団地付近)の 4種

市街化区域内

整区域に位置す

(道の駅等)、2)農

点(工業団地)、4

定されている（

設に関連付けて

け皿として、住

既存団地、既存

の活用による新

活用予定地域が

実現は困難な状

km以内に適用範

点が設定できな

）、都市マス（

あくまでＡ町の
２）（都市マスp

域編入ではなく

以下、3412条例

住宅団地及び地

県の開発許可条

よる市街化区域

ける地区計画を

することを目指

具体的には、

存する区域、②

むね 50 戸以上

11集落で指定

宅団地を対象と

いる。地区計画

行われている

指定区域の多

な状況にある。

年3月策定,p8

に設定している

平成39年に15

とし、平成27

人口フレーム

Ｂ町が属する

2,978人と比較

り、都市マスの

（区域マス,p17

参照) 

流通業務拠点と

整区域であるが

含む地区計画区

市マスでは 1)

拠点、3)農業観

種類の拠点を追

（工業系用途）

する拠点であり

農業観光拠点(

4)新規住居拠点

（都市マス p41,

て拠点が設定さ

住宅確保を目的

存集落の拠点設

新たな開発を想

が農振農用地に

状況にある（１)。

範囲が限定され

ない空白エリア

（平成

の目標

p39）。 

、1)

例）と

地区計

条例に

域周辺

を活用

指して

3411

②建築

上の建

定され

とし、

画につ

（図 7

多くが

 

8）に

るのを

5,000

年度

ムは減

る区域

較する

の人口

7）。 

と地域

が、庁

区域と

工業

観光拠

追加設

にも

、1)

(梨農

点(工

43）。

されて

的とし

設定も

想定し

にある

 

れてい

アがあ

【Ａ町

図

【

町】 

図7 Ａ町用途地

注）  囲み

【Ｂ町】 

地域および市街

図6 Ａ町・Ｂ

みの拠点は区域マスで

街化調整区域内

都市マス

加筆 

Ｂ町の拠点設定

（凡

での設定、それ以外は都

開発手法 

ｐ30掲載図に

定 

凡例）

都市マスの拠点

区域マスの拠点

観光レクリエー
ション拠点 

工業系用途地域

住居系用途地域

市街化調整区域

近隣商業地域

広域幹線道路

都市マスでの設定

域

- 112 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.17, 2018年 8月 

Reports of the City Planning Institute of Japan, No.17, August, 2018 

 

 

 

ることも課題として認識されている（１）。 

一方、Ｂ町では、区域マスで定められている拠点として、

産業拠点、生活拠点、地域拠点、観光レクリエーション拠点

があるが、観光レクリエーション拠点の一つを除き、すべて

市街化区域内である。このうち産業拠点は工業系用途地域に、

それ以外は住居系用途地域に位置する(区域マスp15）。また、

生活拠点はＢ町都市マスでは、これを居住拠点と位置付けた

上で、生活機能の確保とコミュニティの維持を図り、住民の

居住環境向上を目指す「生活拠点」を独自に３つ設定してい

る（都市マス p13)。その内１つは居住拠点(区域マスでは生

活拠点)、区域マスに定められる地域拠点と観光レクリエーシ

ョン拠点を含み更にその周辺の調整区域にも及ぶ範囲に設定

している。残りの生活拠点2つは調整区域に位置し、生活拠

点②は工業系用途地域に隣接し、区域マスの産業拠点内に位

置するが、生活拠点③は市街化区域からは孤立した位置に設

定されている。このうち生活拠点②は地区計画を検討してい

るが、生活拠点③については、エリアの大部分が農振農用地

のため、地区計画といった整備手法の活用には、農政サイド

との調整が必要となる（１）。 

また、町内に9校あった小学校のうち6校が廃校になって

おり、廃校後の小学校跡地について、コミュニティの核とし

て地域拠点としての有効性は認識されており、43条建築許可

の運用において、建築物の50戸連たんの条件（３）を確保でき

ないエリアもあるが、開発審査会の運用も視野に入れて、既

存建築物の用途変更等により、生活機能の確保とコミュニテ

ィの維持に必要な土地利用の転換を検討している（１）。 

 

10.まとめ 

研究対象である広域都計・線引きありの都市計画区域を含

む市町村は497あり、全体の36.3％（497/1370）を占め、該

当する各市町村の調整区域面積割合の平均は40.5％で、調整

区域の面積が大きいほど、調整区域内居住人口割合が高い傾

向にあることが分かった。特に工業系用途地域が80％を超え

る場合は、調整区域内居住人口も80％以上であり、宅地化抑

制を前提とする調整区域で多くの人口を抱えざるを得ない状

況にあることが分かった。 

調整区域面積90%以上、調整区域内居住人口割合80%以上の

自治体の事例調査から、区域マスで人口フレームを減少設定

しているのに対し、都市マスでは町総合計画に準じ人口フレ

ームを増加設定している事例が確認できた。その実現手法と

しては、既存団地の維持・活用(空き家・空き区画の活用)を

目的とした 3412 条例や 3414、新たな受け皿つくりとして地

区計画や市街化区域周辺での3411条例を活用している。 

また拠点設定については、区域マスでは市街化区域内での

設定を基本としており、調整区域への拠点設定は都市マスで

補っていることが分かった。調整区域内で設定されている拠

点は主に既存施設を活用した「観光系拠点」と生活機能の確

保とコミュニティの維持を図り、住民の居住環境向上を目指

す「生活拠点」であった。このうち、「生活拠点」については、

3411条例運用は市街化区域周辺に限定される、農振農用地で

は地区計画ができない、小学校跡地の活用に必要な50戸連た

んの条件が満たせないといった理由から、既存の制度では現

在の居住分布からみて適切な位置での実現が困難な状況がう

かがえた。 

こうした地域において、拠点を構築する手法としては、農

地法の特例措置も適用できる、地域再生法に基づく地域再生

土地利用計画があるが、松川氏も指摘７）しているように、農

地転用に指向しない運用への配慮が重要であり、都市マスへ

の位置づけを必須条件とするなど、限定的にとどめる必要が

あろう。 

 今後も引き続き、調整区域面積70％以上かつ調整区域内人

口 60％以上の 20 市町のうち、人口フレームについて区域マ

スと異なる増加設定としている5市町について、同様の調査

を行い、調整区域における居住および生活拠点設定に関わる

土地利用コントロールについて更に考察を重ねる予定である。 
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補注 
(1)Ａ町担当課（平成30年1月18日実施）およびＢ 町担当課(平成30年 1月

24日実施)への訪問インタビュー調査による。 

(2)市町村マスタープランの策定に当たって用いる将来の人口について、都市計

画運用指針(第 8版、平成 29 年 6月,p30)では、「市町村マスタープランが即

すべき市町村の建設に関する基本構想に示される将来の予測人口が、一般的

には当該市町村における産業振興プロジェクト等の効果が十分に発揮される

ことを前提としたものである一方、都市計画区域マスタープランで用いられ

る将来の人口が、区域区分の判断の根拠として用いることから、一般的には

現状の人口の動向に基づく抑制的なものであるため、両者の算出の方法及び

結果が異なることがあり得る。」とし、都市マスと区域マスで別々の数値を用

いることも想定されいてる。 

(3)都市計画法施行令36条1項3号に基づく都市計画法43条1項の許可 
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